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令
和
七
年
（
二
〇
二
五
年
）
九
月
四
日
、
日
米
政
府
は
、
日
本
国
政
府
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
の
戦
略
的
投
資
に
関
す

る
了
解
覚
書
（
以
下
「
覚
書
」
と
い
う
。
）
に
署
名
し
た
。
こ
の
日
米
政
府
の
戦
略
的
投
資
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
（
以
下
「
戦
略

的
投
資
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」
と
い
う
。
）
に
は
、
「
日
本
が
・
・
・
五
千
五
百
億
米
ド
ル
を
米
国
に
投
資
す
る
こ
と
」
が
明
記

さ
れ
て
い
る
が
、
当
該
五
千
五
百
億
米
ド
ル
か
ら
生
じ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
分
配
方
式
は
、
国
際
金
融
慣
行
上
も
極
め
て

異
例
で
あ
り
、
日
本
側
の
み
が
実
質
的
な
リ
ス
ク
を
負
う
片
務
的
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。 

 

以
下
、
そ
の
異
例
の
片
務
性
に
関
し
質
問
す
る
。 

一 

覚
書
パ
ラ
グ
ラ
フ
十
三
は
、
投
資
か
ら
生
ず
る
利
用
可
能
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
次
の
優
先
順
位
で
分
配
す
る
と
規
定

す
る
。 

 

⒜ 

ま
ず
、
み
な
し
配
分
額
に
等
し
い
合
計
額
が
そ
れ
ぞ
れ
に
分
配
さ
れ
る
ま
で
、
米
国
に
五
十
％
、
日
本
に
五
十
％
（
米

国
に
お
け
る
税
の
控
除
後
）
。 

 

⒝ 

そ
の
後
、
米
国
に
九
十
％
、
日
本
に
十
％
。 

 
 

こ
こ
で
い
う
「
み
な
し
配
分
額
」
と
は
、
日
本
側
が
拠
出
し
た
投
資
金
額
に
対
す
る
そ
の
年
の
元
利
返
済
分
等
を
指
す
も



 

２ 

 

の
と
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

仮
に
、
五
千
五
百
億
米
ド
ル
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
組
成
さ
れ
、
毎
年
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
が
み
な
し
配
分
額
と
同
額
で

あ
っ
た
場
合
、
覚
書
の
分
配
方
式
に
基
づ
け
ば
、
最
終
的
に
日
米
そ
れ
ぞ
れ
が
受
け
取
る
金
額
は
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 
 

日
本 

五
千
五
百
億
米
ド
ル
＋
日
本
側
金
利
分 

 
 

米
国 

五
千
五
百
億
米
ド
ル
＋
米
国
側
金
利
分 

 
 

す
な
わ
ち
、
日
本
側
が
提
供
し
た
元
利
返
済
相
当
額
と
完
全
に
同
額
を
、
米
国
側
も
同
時
に
取
得
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
国
際
的
に
通
常
行
わ
れ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
（
出
資
者
・
貸
付
人
へ
の
優
先
返
済
が
原
則
）
と

は
根
本
的
に
異
な
る
。 

 
 

こ
の
算
定
が
覚
書
の
規
定
を
忠
実
に
反
映
し
た
も
の
か
、
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

こ
れ
ま
で
国
会
で
の
質
疑
や
報
道
で
は
、
戦
略
的
投
資
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
お
い
て
は
、
日
本
側
が
元
利
返
済
相
当
分
を

確
保
し
た
後
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
米
国
が
九
十
％
を
取
得
し
、
日
本
は
十
％
し
か
得
ら
れ
な
い
点
の
片
務
性
が
指
摘
さ

れ
て
き
た
。 

 
 

し
か
し
、
さ
ら
に
深
刻
な
の
は
、
日
本
側
が
提
供
し
た
元
利
返
済
相
当
分
と
ま
っ
た
く
同
額
を
米
国
側
が
取
得
す
る
と
い



 

３ 

 

う
、
二
重
に
片
務
的
な
ス
キ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。 

 
 

覚
書
上
、
米
国
側
が
行
う
と
さ
れ
る
「
土
地
・
水
・
電
力
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
供
給
・
オ
フ
テ
イ
ク
契
約
・
規
制
対
応
等
の
便

宜
供
与
」
は
、
い
ず
れ
も
通
常
の
投
資
誘
致
の
範
囲
で
あ
り
、
金
銭
的
価
値
、
リ
ス
ク
負
担
と
し
て
日
本
側
の
五
千
五
百
億

米
ド
ル
と
は
到
底
同
列
に
扱
え
る
も
の
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
国
側
が
日
本
の
元
利
返
済
相
当
額
と
同
額
を
取

得
で
き
る
の
は
、
い
か
な
る
経
済
合
理
性
及
び
政
策
目
的
に
基
づ
く
も
の
な
の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

一
般
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
で
は
、
当
該
事
業
か
ら
生
じ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
は
、
ま
ず
、
経
費
等
の
控

除
の
後
、
最
優
先
で
融
資
し
た
側
へ
の
元
利
返
済
が
な
さ
れ
、
そ
の
後
に
初
め
て
残
余
が
当
該
事
業
主
に
分
配
さ
れ
る
、
と

い
う
順
序
を
と
る
の
が
世
界
的
な
慣
行
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
覚
書
で
は
、
日
本
側
の
み
な
し
配
分
額
、
す
な
わ
ち
、
日
本

側
が
負
担
す
る
元
利
返
済
相
当
分
を
回
収
す
る
前
に
、
あ
る
い
は
回
収
と
同
時
に
、
米
国
側
が
日
本
と
完
全
同
額
を
受
け
取

る
こ
と
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

こ
れ
は
、
日
本
側
が
実
質
的
な
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
リ
ス
ク
を
単
独
負
担
し
、
米
国
側
は
出
資
も
融
資
も
行
わ
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
出
資
者
な
い
し
融
資
者
と
同
額
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
取
得
す
る
と
い
う
、
通
常
の
金
融
工
学
で
は
説
明
困
難

な
構
造
で
あ
る
。 



 

４ 

 

 
 

米
国
が
日
本
と
同
時
に
、
同
額
の
み
な
し
配
分
額
を
取
得
で
き
る
法
的
・
経
済
的
根
拠
は
何
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


